
廃薬品類の申請から処理までのフロー

廃薬品類リスト表
（別紙２）

（内容物が明らかな試薬品
について記入する）

不明廃薬品類リスト表
（別紙３）

（内容物が一部でも不明な
試薬品について記入する）

排出者責任※

別紙１

※「事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において
適正に処理しなければならない」 （廃棄物処理法第3条第1項）
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